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１【提出理由】

2026年６月25日開催の当社第203期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものです。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年６月25日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金96円　　総額16,115,810,400円

ロ　効力発生日

2026年６月26日

 
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金花芳則、橋本康彦、山本克也、中谷浩、

辻村英雄、吉田勝彦、メラニー・ブロック及び井野勢津子を選任する。

 
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、柿原アツ子、今井一朗、津久井進及び天谷知子を選任する。

 
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、羽田由可を選任する。

 
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額10億円以内とする。

 
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額２億円以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)
(注)３

第１号議案 1,233,933 8,392 1 (注)１ 可決 99.03%

第２号議案       

　金花 芳則 1,225,464 16,844 5

(注)２

可決 98.35%

　橋本 康彦 1,217,823 24,486 5 可決 97.74%

　山本 克也 1,223,206 19,103 5 可決 98.17%

　中谷 浩 1,226,675 15,635 5 可決 98.45%

　辻村 英雄 1,237,538 4,775 5 可決 99.32%

　吉田 勝彦 1,237,521 4,792 5 可決 99.32%

　メラニー・ブロック 1,236,832 5,481 5 可決 99.27%

井野 勢津子 1,238,721 3,592 5 可決 99.42%

第３号議案    

 
(注)２

  

　柿原 アツ子 1,202,736 39,545 5 可決 96.53%

　今井 一朗 1,203,340 38,941 5 可決 96.58%

　津久井 進 1,237,769 4,519 5 可決 99.34%

　天谷 知子 1,237,156 5,132 5 可決 99.29%

第４号議案       

　羽田 由可 1,238,920 3,379 2 (注)２ 可決 99.43%

第５号議案 1,236,004 5,869 439 (注)１ 可決 99.20%

第６号議案 1,235,822 6,053 439 (注)１ 可決 99.18%
 

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成です。

３．賛成の割合は、事前行使された議決権の数と、当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に

関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算していません。
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